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大山小学校教育環境協議会協議結果について 

１ 協議会構成員等 

（1）協議会設置について 

  「東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会（答申）」（以下「審議会答申」という。）及び「板

橋区立小・中学校の適正配置に関する基本方針」に基づき、大山小学校の小規模化が抱える諸問題に

関し、その解消及び児童の教育環境の向上について検討するために設置。 

（2）協議会構成員 

区 分 人数 内 訳 等 

通学区域地域関係者 ７ 幸町町会（３）・大山西町町会（４） 

学校関係者 ３ 同窓会・学校運営連絡協議会委員・いきいき寺子屋運営委員 

保護者 ４ ＰＴＡ会長・保護者代表 

学校長 １  

教育委員会 １ 教育委員会事務局次長 

合 計 １６    

２ 経過 

№ 件   名（内  容） 実施月日 対象・参加者 

1 
全校保護者会での説明 

（審議会答申（中間のまとめ）について） 

H23.12.15 46 人（教職員含む） 

2 保護者との意見交換会 H24.1.24 35 人（保護者 32 人） 

3 
大山小学校地域住民との意見交換会 

（協議会設置と委員推薦依頼） 

H24.3.1 地域住民・保護者 

30 人 

4 特別支援学級保護者との意見交換会 H24.3.6 7 人 

5 第 1 回大山小学校教育環境協議会 H24.4.16 委員 13 人（欠席 1 人） 

6 第 2 回大山小学校教育環境協議会 H24.5.7 委員 14 人（欠席 1 人） 

7 
大山小学校教育環境協議会の協議状況等説明会 

（第 1～2 回の協議状況、アンケートの実施） 

H24.5.14 

 

保護者 16 人 

8 
「大山小学校の教育環境についてのアンケート」

配布・回収 

H24.5.18 配布 

H24.5.25 回収 

54 人（家庭数） 

 

9 第 3 回大山小学校教育環境協議会 H24.6.5 委員 13 人（欠席 2 人） 

10 
保護者との意見交換会（第１回） 

（アンケート結果、第 3 回協議状況） 

H24.6.19 保護者 16 人 

11 
保護者との面談 H24.6.20・22・26 

H24.7.2 

保護者 10 人 

12 
保護者との意見交換会（第２回） 

（アンケート結果、第 3 回協議状況） 

H24.6.21 保護者 6 人（うち 6/19

参加者 5 人） 

13 第 4 回大山小学校教育環境協議会 H24.6.27 委員 15 人（欠席 1 人） 

14 第 5 回大山小学校教育環境協議会 H24.7.10 委員 15 人（欠席 1 人） 

15 特別支援学級保護者との意見交換会 H24.7.19 保護者 14 人 

16 保護者と教育委員との意見交換会 H24.7.23 保護者 9 人 

17 第 6 回大山小学校教育環境協議会 H24.7.26 委員 15 人（欠席 1 人） 

18 協議会意見書提出 H24.8.16  
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３ 大山小学校教育環境協議会意見書 

平成 24年 8月 16日、大山小学校教育環境協議会会長から教育委員会へ意見書が提出された。 

 

 

平成２４年８月１６日 

板橋区教育委員会様 

                                大山小学校教育環境協議会会長 

 

大山小学校教育環境協議会意見書 

 
大山小学校教育環境協議会では平成２４年４月から６回の協議を重ね、協議会委員から別紙のとおりの

意見が出されました。大半の協議会委員からは「できれば大山小学校を存続させたい。」という意見が出さ

れ、同時に、「大山小学校の教育環境を考えると、このままの学校規模で存続させてよいのか。」、「特別支

援学級の児童や通常学級の支援が必要な児童の移行に伴う準備期間が必要である。」、「保護者の気持ちを考

えるともう少し時間が必要である。」などの意見が出されました。 

さる７月２６日の第６回協議会において、協議会での意見集約の期限を踏まえ、協議会委員の意見が下

記のとおりまとまりましたので、お伝えするとともに、教育委員会が本意見書に基づき、適切な対応をと

るよう要望いたします。 

なお、多くの協議会委員から「学校選択制が大山小学校の小規模化の原因であり、制度の見直しが必要

である。」との意見が出されています。学校選択制についても早急な検討をお願いいたします。 

記 

１．大山小学校の今後の進め方（協議会における「Ａ案」） 

大山小の保護者、町会、同窓会など地域住民と学校による教育環境を維持するための努力を見守り、

平成２５年度の通常学級の新入学児童数を見極めて判断する。 

２．その他 

大山小学校の平成２５年度新入学児童数、学校案内等の情報については、それぞれの時点で協議会メ

ンバーにお知らせ下さい。 

 

 

※意見書中の「別紙」は「大山小学校教育環境協議会ニュース」第１～６号。 

※協議会における「Ａ案」は「大山小学校教育環境協議会ニュース」第３号（今後の進め方について）及

び第５号（前回協議会の事務局持ち帰り検討事項）参照。 
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４ 大山小学校の適正配置に関する進め方について 

第 15回教育委員会（平成 24年 8月 29日）において、「大山小学校の適正配置に関する進め方」につ

いて議案提出し、以下の通り議決された。 

 

 

議案第１６号 

大山小学校の適正配置に関する進め方について 

上記の議案を提出する。 

 平成２４年８月２９日 

提出者  板橋区教育委員会教育長  北川容子 

 

大山小学校の適正配置に関する進め方について 

 
 大山小学校の適正配置に関する今後の進め方については、大山小学校教育環境協議会意見書を尊重し、

平成２５年度の通常学級の新入学児童数を見極めて判断することを趣旨とする協議会における「Ａ案」と

する。 

 なお、大山小学校の平成２５年度新入学児童数、学校案内等の情報について、協議会委員に対して適宜

情報提供する。 

 

（提案理由） 

 平成２４年８月１６日付「大山小学校教育環境協議会意見書」を受理したため、大山小学校の適正配置

に関する今後の進め方について承認する必要がある。 

 

 

 

※『協議会における「Ａ案」』は「大山小学校教育環境協議会ニュース」第３号（今後の進め方について）

及び第５号（前回協議会の事務局持ち帰り検討事項）参照。 

 

 

 

担  当 

教育委員会事務局 新しい学校づくり担当課 

新しい学校づくり担当 

電話３５７９－２６２４ 

FAX ３５７９－４２１４ 


